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(57)【要約】
発光文字プラカードを開示する。前記プラカードには以
下が含まれる。文字を形成するため、その上に発光ラン
プ（３０）が一定の距離で配列され、シールすることに
よって連結されるプラカードベースプレート（２００）
と、電力を各発光ランプ（３０）に供給し、その電力を
制御する制御部（１３０）と、シール手段（２３０）を
用いて前記プラカードベースプレート（２００）の裏面
全体を被装するバックプレート（２２０）。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光文字プラカードであって、
　文字を形成するため、その上に発光ランプ（３０）が所定の距離に配列され、シールす
ることによって連結されるプラカードベースプレート（２００）と、
　電力を各発光ランプ（３０）に供給し、その電力を制御する制御部（１３０）と、
　シール手段（２３０）を用いて前記プラカードベースプレート（２００）の裏面全体を
被装するバックプレート（２２０）と、を含む発光文字プラカード。
【請求項２】
　発光文字プラカードであって、
　拡散発光ユニット（１００）のそれぞれが、平面を形成する底面と、光を伝達するコア
層（１１）を形成する内面と、凸面を形成する上面と、を有し、前記発光ランプ（３０）
の光を拡散させるための各拡散発光ユニットが前記凸面の底面に設置されることを特徴と
する拡散発光ユニットと、
　文字を形成するため、前記拡散発光ユニット（１００）を一定の距離に配列するプラカ
ードベースプレート（２００）と、
　前記プラカードベースプレート（２００）と連結された各拡散発光ユニット（１００）
に供給された電力を制御する制御部（１３０）と、シール手段（２３０）を用いて前記プ
ラカードベースプレート（２００）の裏面全体を被装するバックプレート（２２０）と、
を含み、
　前記拡散発光ユニット（１００）には、
 凸レンズのような形状を有し、その中に位置する内部光源の光を放射するための反射角
度を提供して、その上面に均一な照明を提供する（前記上面が凸面を形成する）クラッド
層（１２）を形成するように、可撓性を有する熱可塑性（熱硬化性）ポリマーからなる凸
部分（１０）と、
　前記凸部分（１０）の底面の中心にその軸に沿って形成される挿入孔（２０）と、
　前記内部光源として用いられ、前記挿入孔（２０）に挿入される発光ランプ（３０）と
、
　前記凸ユニット（１０）の底面の平面部と一体的に連結される反射層（４０）と、が含
まれ、
　前記プラカードベースプレート（２００）に連結するためにリングプレートのような形
状を有する支持縁ユニット（１３）が、前記凸ユニット（１０）の縁部と一体的に連結さ
れることを特徴とする発光文字プラカード。
【請求項３】
　前記プラカードベースプレート（２００）であって、前記拡散発光ユニット（１００）
が文字にとして認識されるように互いから間隔をおくようなやり方で、連結孔（２１０）
（前記拡散発光ユニット（１００）に連結するとともに、それを支持する）を形成するこ
とを特徴とする請求項２に記載のプラカード。
【請求項４】
　前記シール手段（２３０）が、ジッパー、高周波溶接機、マジックテープ（登録商標）
などのうちの１つを含むことを特徴とする請求項２に記載のプラカード。
【請求項５】
　前記プラカードベースプレート（２００）が支持バンド（２４０）をその縁部に連結す
ることを特徴とする請求項２に記載のプラカード。
【請求項６】
　前記凸ユニット（１０）の支持縁ユニット（１３）が、特定の長さで、前記ベース本体
（１１０）と一体的かつ繰り返して連結されるので、前記支持縁ユニット（１３）の長さ
が徐々に延長できるようになっていることを特徴とする請求項２に記載のプラカード。
【請求項７】
　前記凸ユニット（１０）の支持縁ユニット（１３）が長孔（１３-１）を形成し、伸長
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ユニット（１２０）がそれに対して連結されることを可能にするので、前記伸長ユニット
数が増加するにつれて、前記拡散発光ユニット（１００）の長さを徐々に延長できるよう
になっていることを特徴とする請求項２に記載のプラカード。
【請求項８】
　発光文字プラカードであって、
　拡散発光ユニット（１００）のそれぞれが、平面を形成する表面と、光を伝達するコア
層（１１）を形成する内面と、凸部分を形成する底面と、を有し、前記発光ランプ（３０
）の光を拡散させるための各拡散発光ユニットが前記凸部分の底面の中心に設置されるこ
とを特徴とする拡散発光ユニットと、
　文字を形成するため、前記拡散発光ユニット（１００）を一定の距離に配列するプラカ
ードベースプレート（２００）と、
　前記プラカードベースプレート（２００）と連結された各拡散発光ユニット（１００）
に供給された電力を制御する制御部（１３０）と、シール手段（２３０）を用いて前記プ
ラカードベースプレート（２００）の裏面全体を被装し、前記凸部分から放射された光を
反射し、その前側に伝達するバックプレート（２２０）と、を含み、
　前記拡散発光ユニット（１００）には、
　凸レンズのような形状を有し、その中に位置する内部光源の光を放射するための反射角
度を提供して、その底面に均一な照明を提供する（前記底面が凸面を形成する）クラッド
層（１２）を形成するように、可撓性を有する熱可塑性（熱硬化性）ポリマーからなる凸
部分（１０）と、
　前記凸部分（１０）の底面の中心にその軸に沿って形成される挿入孔（２０）と、
　前記内部光源として用いられ、前記挿入孔（２０）に挿入される発光ランプ（３０）と
、
　前記凸部分（１０）の光をその前側に放射し、前記プラカードベースプレート（２００
）と一致する平面を形成するための前面（１５）と、が含まれ、
　前記環状の凸ユニット（１０）が、その縁部を前記プラカードベースプレート（２００
）に連結する支持縁ユニット（１３）に一体的に連結する前面（１５）を含むことを特徴
とする発光文字プラカード。
【請求項９】
　前記凸ユニット（１０）の支持縁ユニット（１３）が、特定の長さで、前記ベース本体
（１１０）と一体的かつ繰り返して連結されるので、前記支持縁ユニット（１３）の長さ
が徐々に延長できるようになっていることを特徴とする請求項８に記載のプラカード。
【請求項１０】
　前記凸ユニット（１０）の支持縁ユニット（１３）は、伸長ユニット（１２０）がそれ
に対して連結されることを可能にする長孔（１３-１）を形成するので、前記伸長ユニッ
ト数が増加するにつれて、前記拡散発光ユニット（１００）の長さを徐々に延長できるよ
うになっていることを特徴とする請求項８に記載のプラカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラカードに関するものであり、特に、文字を形成するため、発光ランプが
ベースプレート上に一定の距離で配設され、制御部が各発光ランプに供給された電力を制
御し、さらに、バックプレートが前記ベースプレートの裏面をシールするので、前記ベー
スプレートは前記発光ランプを受け入られるように構成されていることを特徴とする発光
文字プラカードに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、プラカードは、その上に情報を公衆に伝達する印刷文字または標識記号が掛け
られる、布地またはビニルプレートからなる手段である。プラカードの例としては、ビル
ボード、ポスター、サインなどが挙げられる。従来のプラカードは、メッセージを伝達す
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る簡単な印刷文字や標識記号を持つ。最近になって、前記プラカードには、実際の画像印
刷方法を用いて画像が表示されている。
【０００３】
　しかしながら、従来のプラカードは、追加の外部照明が設置されないと、夜間に比較的
遠距離にいる公衆にそのメッセージを伝達することができない。つまり、従来のプラカー
ドには、追加照明装置と各種ケースが必要とされるので、不便である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、従来の
プラカードよりも優れた新コンセプトの発光文字プラカードを提供することである。
【０００５】
　本発明の別の目的は、ランプを用いて文字を表示し、容易な持ち運びと保管のために折
り畳み可能な発光文字プラカードを提供することである。
【０００６】
　本発明のさらなる目的は、発光法の代わりに、発光文字を表示する発光文字プラカード
であって、前記発光文字プラカードが拡散発光ユニットを利用することを特徴とする発光
文字プラカードを提供することである。これらのユニットは、ランプの光を拡散して少数
のランプで文字を表示し、それによって製造コストと前記プラカードの重量とを低減する
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に基づくと、上記及び他の目的は、文字を形成するため、発光ランプが
ベースプレート上に一定の距離で配設され、制御部が各発光ランプに供給された電力を制
御し、さらに、バックプレートが前記ベースプレートの裏面をシールするので、前記ベー
スプレートは前記発光ランプを受け入られるように構成されていることを特徴とする発光
文字プラカードを提供することによって達成可能である。
【０００８】
　本発明の別の態様に基づくと、以下を含む発光文字プラカードが提供される。拡散発光
ユニットであって、そのそれぞれが、平面を形成する底面と、光を伝達するコア層１１を
形成する内面と、凸面を形成する上面と、を有し、前記発光ランプの光を拡散させるため
の各拡散発光ユニットが前記凸面の底面に設置されることを特徴とする拡散発光ユニット
と、文字を形成するため、前記拡散発光ユニットを一定の距離に配列するプラカードベー
スプレートと、前記プラカードベースプレートと連結された各拡散発光ユニットに供給さ
れた電力を制御する制御部と、シール手段を用いて前記プラカードベースプレートの裏面
全体を被装するバックプレート。
【０００９】
　本発明の別の態様に基づくと、以下を含む発光文字プラカードが提供される。拡散発光
ユニットであって、そのそれぞれが、平面を形成する底面と、光を伝達するコア層１１を
形成する内面と、凸面を形成する上面と、を有し、前記発光ランプの光を拡散させるため
の各拡散発光ユニットが前記凸面の底面に設置されることを特徴とする拡散発光ユニット
と、文字を形成するため、前記拡散発光ユニットを一定の距離に配列するプラカードベー
スプレートと、前記プラカードベースプレートと連結された各拡散発光ユニットに供給さ
れた電力を制御する制御部と、シール手段を用いて前記プラカードベースプレートの裏面
全体を被装するバックプレート。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　ここで、本発明の好適な実施形態を付属図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　本発明に係る発光文字プラカードの実施形態を図示する正面図である図１と、Ａ－Ａ線
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に沿った、図１の拡大断面図である図２と、に示すように、前記発光文字プラカードには
以下が含まれる。文字を形成するため、その上に発光ランプ３０が一定の距離で配列され
、シール法によって連結されるプラカードベースプレート２００と、電力を各発光ランプ
３０に供給し、その電力を制御する制御部１３０と、シール手段２３０を用いて前記プラ
カードベースプレート２００の裏面全体を被装するバックプレート２２０。ここでは、前
記プラカードベースプレート２００は、前記発光ランプ３０が挿入される連結孔２１０を
形成し、次いで、接着剤、シリコンまたは他のシールプレートなどの固定手段２０２によ
って固定される。前述の記載では、前記プラカードベースプレート２００と連結された前
記発光ランプ３０が文字を形成するために配列されることを説明しているが、前記発光ラ
ンプが、図、数字、マーキング、画像、憲章（小説や漫画本）などの他の標識記号を形成
するため、さまざまに配列され得ることは容易に理解されるであろう。前記ベースプレー
ト２００及び前記バックプレート２２０は防水布からなることが可能である。
【００１２】
　動作面では、スイッチ１３１がオンにされると、電力はバッテリー１３２から前記発光
ランプ３０に供給され、文字を形成する。前記制御部１３０が前記発光ランプ３０に供給
される電力を制御するので、それらのランプは点灯して、昼夜ともに文字を表示する。同
様に、前記プラカードベースプレート２００が可撓性を有するので、前記発光文字プラカ
ードは、容易な持ち運びのために折り畳んだり、巻き丸めたりすることが可能である。ま
た、前記発光文字プラカードは防水性であるため、雨の場合にも、容易に展開することが
できる。参照符号番号２４０は、前記プラカードベースプレート２００の縁部を支持する
ための支持バンドを示す。
【００１３】
　Ａ－Ａ線に沿った、図１の発光文字プラカードを修正した発光文字プラカードの拡大断
面図である図３と、Ａ－Ａ線に沿った図３の拡大断面図である図４と、に示すように、前
記発光文字プラカードには以下が含まれる。拡散発光ユニット１００であって、そのそれ
ぞれが、平面を形成する底面と、光を伝達するコア層１１を形成する内面と、凸面を形成
する上面と、を有し、前記発光ランプ３０の光を拡散させるための各拡散発光ユニットが
前記凸面の底面に設置されることを特徴とする拡散発光ユニットと、文字を形成するため
、前記拡散発光ユニット１００を一定の距離に配列するプラカードベースプレート２００
と、前記プラカードベースプレート２００と連結された各拡散発光ユニット１００に供給
された電力を制御する制御部１３０と、シール手段２３０を用いて前記プラカードベース
プレート２００の裏面全体を被装するバックプレート２２０。
【００１４】
　前記プラカードベースプレート２００は、前記拡散発光ユニット１００が文字にとして
認識されるように互いから間隔をおくようなやり方で、連結孔２１０（前記拡散発光ユニ
ット１００に連結するとともに、それを支持する）を形成する。
【００１５】
　前記シール手段２３０は、ジッパー、高周波溶接機、マジックテープ（登録商標）など
のうちの１つによって実装される。
【００１６】
　前記プラカードベースプレート２００は支持バンド２４０をその縁部に連結する。
【００１７】
　前述の記載では、前記拡散発光ユニット１００が前記プラカードベースプレート２００
と連結されて文字を形成することを説明しているが、前記拡散発光ユニットが、図、数字
、マーキング、画像、憲章（小説や漫画本）などの他の標識記号を形成するため、さまざ
まに配列され得ることは容易に理解されるであろう。
【００１８】
　図５は、本発明の発光文字プラカードの制御用回路を図示する図である。前記発光ラン
プ３０の動作の詳細な説明は、該ランプが制御回路を使用する周知の技術によって制御さ
れているので、省略する。例えば、かかる制御回路は、シフトレジスタを用いて順次点灯
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を行い、発光ランプ３０の発光された光の色を変えるか、または複数の設置された発光ラ
ンプを制御するか、または前記発光ランプのオンオフを行う。
【００１９】
　前記制御部１３０は、スイッチ１３１によってバッテリー１３２から電力を入力し、そ
の入力電力を電気線１３３を介して前記発光ランプ３０に断続的かつ連続的に供給する。
前記制御部１３０は、前記発光ランプ３０を個別、同時、または選択的に駆動するために
駆動プログラムを有する。ここで、前記バッテリー１３０は直流電源であり、市販のバッ
テリーまたは交流電力を直流電力に変換するアダプタによって実装可能である。また、前
記バッテリー１３０は太陽エネルギーによって充電可能な太陽電池を用いて実装してもよ
い。
【００２０】
　Ｂ－Ｂ線に沿った、図３、図７、図６の発光プラカードで使用される拡散発光ユニット
を図示する組立斜視図である図６と、図７の拡大断面図である図８と、に示すように、前
記拡散発光ユニット１００には以下が含まれる。
【００２１】
　凸部分１０は、凸レンズのような形状を有し、その中に位置する内部光源の光を放射す
るための反射角度を提供して、その上面に均一な照明を提供する（前記上面が凸面を形成
する）クラッド層１２を形成するように、可撓性を有する熱可塑性（熱硬化性）ポリマー
からなる。
【００２２】
　挿入孔２０は、前記凸部分１０の底面の中心にその軸に沿って形成される。
【００２３】
　発光ランプ３０は前記内部光源として用いられ、前記挿入孔２０に挿入される。
【００２４】
　反射層４０は、前記凸ユニット１０の底面の平面部と一体的に連結される。
【００２５】
　ここで、前記プラカードベースプレート２００に連結するためにリングプレートのよう
な形状を有する支持縁ユニット１３は、前記凸ユニット１０の縁部と一体的に連結される
。
【００２６】
　加えて、図４の拡散発光ユニットの実施形態の上面図である図９に示すように、前記拡
散発光ユニット１００は、可撓性を有するポリマーベースプレート１１０上に一定の距離
で一体的に取り付けられる。
【００２７】
　図１０は、図４の拡散発光ユニットの別の実施形態の上面図である。図１０に示すよう
に、前記拡散発光ユニット１００の凸ユニット（１０）の支持縁ユニット（１３）は長孔
（１３-１）を形成し、伸長ユニット１２０がそれに対して連結され、前記伸長ユニット
数が増加するにつれて、前記拡散発光ユニット１００の長さが徐々に延長することを可能
にする。
【００２８】
　前述の説明は水平型プラカードベースプレート２００に基づいてなされたが、前記発光
ランプが垂直型プラカードベースプレートに設置可能なことも容易に理解されるであろう
。また、前記垂直型プラカードベースプレート及びそのバックプレートも防水材料からな
る。
【００２９】
　一方、本発明に係る発光文字プラカードの別の実施形態を図示する断面図である図１１
と、図１１の拡大断面図である図１２と、に示すように、前記発光文字プラカードには以
下が含まれる。
【００３０】
　それぞれが平面を形成する表面を有する拡散発光ユニット１００と、光を伝達するコア
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層１１を形成する内面と、凸部分を形成する底面と、前記凸部分に対する底面の中心に設
置された、発光ランプ３０の光を拡散させるための各拡散発光ユニットと、前記平面。
【００３１】
　文字を形成するため、プラカードベースプレート２００は前記拡散発光ユニット１００
を一定の距離に配列する。
【００３２】
　制御部１３０は、前記プラカードベースプレート２００と連結された各拡散発光ユニッ
ト１００に供給された電力を制御する。
【００３３】
　バックプレート２２０は、シール手段２３０を用いて前記プラカードベースプレート２
００の裏面全体を被装する。また、前記バックプレート２２０は前記凸部分から放射され
た光を反射し、その前側に伝達する。
【００３４】
　ここで、前記拡散発光ユニット１００には以下が含まれる。凸部分１０の形状を有し、
可撓性を有する熱可塑性（熱硬化性）物質からなる凸レンズと、その中に位置する内部光
源の光を放射するための反射角度を提供して、その底面に均一な照明を提供する（前記底
面が凸面を形成する）クラッド層１２を形成するポリマーと、前記凸部分１０の底面の中
心にその軸に沿って形成される挿入孔２０と、前記内部光源として用いられ、前記挿入孔
２０に挿入される発光ランプ３０と、前記凸部分１０の光をその前側に放射し、前記プラ
カードベースプレート２００と一致する平面を形成する前面（１５）。
【００３５】
　ここで、前記凸ユニット１０は、その縁部を前記プラカードベースプレート２００に連
結するリングプレート形状の支持縁ユニット１３に一体的に接合する。
【００３６】
　前記拡散発光ユニット１００の凸ユニット１０の支持縁ユニット１３は、特定の長さで
そのベース本体１１０と一体的かつ繰り返して連結されるので、縁ユニット１３の縁部の
長さが徐々に延長できるようになっている。
【００３７】
　前記凸ユニット１０の支持縁ユニット１３は、伸長ユニット１２０がそれに対して連結
されることを可能にする長孔１３-１を形成するので、前記伸長ユニット数が増加するに
つれて、前記拡散発光ユニット１００の長さを徐々に延長できるようになっている。
【００３８】
　動作面では、光源として使用された前記発光ランプ３０の光のフロントローブとサイド
ローブが前記クラッド層１２で生じ、図７及び図８に示すように前記コア層１１の表面を
形成すると、前記拡散発光ユニット１００はその光が前記クラッド層１２を形成する凸部
分上の各点の法線に対して入射角（θ１０）及び屈折角度（θ２０）で伝播することを可
能にするので、前記凸部分１０の表面はその光を均一な照度で放射できるようになってい
る。より具体的には、前記発光ランプ３０の光は前記コア層１１において一直線に伝播す
るが、前記クラッド層１２が曲面を形成するので、前記入射角（θ１０、θ１０'、及び
θ５０）はほとんどの法線において臨界角（θc）未満になっている。従って、その光は
前記凸面を介して、法線に対して屈折角度（θ２０、θ２０'、及びθ６０）で伝送され
る。よって、前記凸部分の表面は光を均一な照度で放射する。（すなわち、本発明は、光
を直線にのみ伝播できる表面を有する発光ランプ３０を用いたコンセプトでなく、前記発
光ランプ３０自体の直径を超える直径を有する前記凸部分１０を介して光を均一に拡散さ
せる拡散発光ユニットを用いるコンセプトである）。同様に、その光が、入射角（θ１０
、θ１０'、及びθ５０）及び反射角度（θ３０、θ３０'、及びθ４０）で、前記コア層
１１の内側に反射される部分が一部ある。ただし、かかる内部反射光は、前記コア層１１
で再反射された後、別の点を介して外側に伝達されるので、照度の向上に寄与する。ここ
で、前記クラッド層１２は、その屈折率が、熱可塑性（熱硬化性）合成樹脂ポリマーから
なる前記コア層１１と異なるので、前記クラッド層１１において直線伝播する光を前記ク
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ラッド層１２で屈折できるようになっている媒体（例えば、空気）である。
【００３９】
　加えて、前記クラッド層１２は、その表面に透光性の層をさらに形成することも可能な
ので、その光を減光放射することも可能になっている。前記コア層１１は、透光性となる
ように、二酸化チタンなどのミネラル微粒子を含むことも可能なので、光が透光性のコア
層を伝播することも可能である。
【００４０】
　最後に、文字を形成するため、前記拡散発光ユニット１００が、文字として認識される
ように文字間隔を一定の距離に保つように、前記プラカードベースプレート２００上に配
列される（例えば、図１に示すように韓国語で「ご当選おめでとうございます」）。配列
方式では、前記拡散発光ユニット１００は、前記プラカードベースプレート２００の連結
孔２１０に連結されるので、図３及び図４に示すように、その凸部分１０を露出すること
が可能であり、その支持縁ユニット１３は、前記連結孔２１０の縁部周囲に折り畳まれ、
それに対して、高周波溶接機、接着剤またはクリップなどの連結手段によって固定される
。ここで、前記図４のプラカードベースプレート２００の文字は、図９及び図１０の拡散
発光ユニット１００を用いることによって実装可能である。
【００４１】
　本発明に係るプラカードベースプレート２００が、前記拡散発光ユニット１００を用い
て、文字または図などを形成後、前記拡散発光ユニット１００の各発光ランプ３０は、電
気線１３３を介して図５の制御部１３０に連結される。その後、図２～図４に示すように
、前記バックプレート２２０はシール手段２３０を用いて前記プラカードベースプレート
２００を被装する（例えば、高周波溶接方法）ので、防水性を確保できるようになってい
る。
【００４２】
　前記内蔵バッテリー１３２から前記制御部１３０に電力を供給するため、ユーザーがス
イッチ１３１を操作する際、文字を形成する前記発光ランプ３０は光を放射し、かくして
前記発光文字プラカードは文字を表示する。
【００４３】
　重要なことは、前記拡散発光ユニット１００が、文字を表示するために比較的に広範な
発光領域を介して光を拡散させるので、前記発光文字プラカードは比較的に少数の発光ラ
ンプ３０を利用し、高照度で文字を表示することが可能である。従来のプラカードと比較
して、本発明の発光文字プラカードでは発光ランプ３０の数を削減することが可能であり
、かくしてそのコストを低減できる。また、ので前記発光ユニットの凸部分１０により光
を均一な照度で拡散できるので、減光効果を実現して、ユーザーの眼を保護することもで
きる。かかる効果はユーザーにとって好ましくかつ魅力のあるものである。
【００４４】
　一方、図１１及び図１２に示すように、本発明は、２重層の発光文字プラカードに使用
することができる。この場合、前記発光ランプ３０の光のフロントローブとサイドローブ
が用いられ、図１２に示すように、光源が前記コア層１１の表面を形成する前記クラッド
層１２で生じると、前記拡散発光ユニット１００は、前記凸部分１０のクラッド層１２か
ら反射された光が、前記平坦な前面１５上の各点の法線に対して入射角（θ１０）及び屈
折角度（θ２０）で伝播することを可能にし、それによって拡散その光を拡散させる。前
記伝播光が臨界角（θc）を超える角度で前記前面上に入射されると、それは反射されな
い。従って、前記前面１５は、前記拡散発光ユニット１００がその本体全体を介して光を
放射できるように、単一の発光ランプ３０によって光を拡散させる。
【００４５】
　加えて、図８に示すように、前記拡散発光ユニット１００は、その光が前記クラッド層
１２を形成する凸部分上の各点の法線に対して入射角（１０）及び屈折角度（２０）で伝
播することを可能にするので、前記凸部分１０の表面はその光を均一な照度で放射できる
ようになっている。より具体的には、前記発光ランプ３０の光は前記コア層１１において
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一直線に伝播するが、前記クラッド層１２が曲面を形成するので、前記入射角（θ１０、
θ１０'、及びθ５０）はほとんどの法線において臨界角（θc）未満になっている。従っ
て、その光は前記凸面を介して、法線に対して屈折角度（θ２０、θ２０'、及びθ６０
）で伝送される。よって、前記凸部分の表面は光を均一な照度で放射する。（すなわち、
本発明は、光を直線にのみ伝播できる表面を有する発光ランプ３０を用いたコンセプトで
なく、前記発光ランプ３０自体の直径を超える直径を有する前記凸部分１０を介して光を
均一に拡散させる拡散発光ユニットを用いるコンセプトである）。同様に、その光が、入
射角（θ１０、θ１０'、及びθ５０）及び反射角度（θ３０、θ３０'、及びθ４０）で
、前記コア層１１の内側に反射される部分が一部ある。ただし、かかる内部反射光は、前
記コア層１１で再反射された後、その他の点を介して外側に伝達されるので、照度の向上
に寄与する。ここで、前記クラッド層１２は、その屈折率が、熱可塑性（熱硬化性）合成
樹脂ポリマーからなる前記コア層１１と異なるので、前記クラッド層１１において直線伝
播する光を前記クラッド層１２で屈折できるようになっている媒体（例えば、空気）であ
る。その結果、図１１及び図１２に示すように、かかる操作は、その光が前記バックプレ
ート２２０を介して拡散されることを可能にする。本発明は、前記プラカードベースプレ
ート２００の前側を介して広告を表示することができ、前記バックプレート２２０を介し
て夜間に電飾広告を同時に行うこともできる。すなわち、本発明では、両プレートを介し
て広告を行うことができる。加えて、前記バックプレート２２０は光の一部を前記プラカ
ードベースプレート２００に反射するので、前記拡散発光ユニット１００の縁部の輝度を
高めることができ、前記拡散発光ユニットが減光点灯を形成することを可能にする。
【００４６】
　文字を形成するため、前記拡散発光ユニット１００が、文字として認識されるように文
字間隔を一定の距離に保つように、前記プラカードベースプレート２００上に配列される
（例えば、図１に示すように韓国語で「ご当選おめでとうございます」）。配列方式では
、前記拡散発光ユニット１００は、前記プラカードベースプレート２００の連結孔２１０
に連結されるので、図３及び図４に示すように、その前面１５を露出することが可能であ
り、その支持縁ユニット１３は、前記連結孔２１０の縁部周囲に折り畳まれ、それに対し
て、高周波溶接機、接着剤またはクリップなどの連結手段によって固定される。ここで、
前記図４のプラカードベースプレート２００の文字は、図１１及び１２と同一の連結方式
に基づいて、図９及び図１０の拡散発光ユニット１００を用いることによって実装可能で
ある。
【００４７】
　前述の記載では、図１１及び図１２を介して、前記バックプレートが反射層の役割を果
たすことを説明したが、さまざまな電飾効果を示すため、追加反射プレートを前記平坦な
前面の一部に付着させてもよいことは容易に理解されるであろう。前記反射プレートが不
透明材料で実装されると、その光は前記前面のみに放射し、同時に、前記拡散発光ユニッ
トの周辺部は減光点灯を形成するため、より一層明るくなる。この場合、前記前面の平坦
性のため、前記発光文字プラカードは審美的にすっきりとした外観を持つ。
【００４８】
　本発明は、文字を表示するため、前記発光文字プラカードを提供する。同様に、容易な
持ち運びのため、前記発光文字プラカードは折り畳んだり巻き丸めることができる。また
、前記発光文字プラカードは、外部電源の代わりに、バッテリーを利用するので、場所を
問わずに使用することができる。加えて、前記発光ランプが低消費電力のＬＥＤと交換さ
れると、前記発光文字プラカード比較的長時間稼動する。
【００４９】
　前記拡散発光ユニットが、文字を表示するために比較的に広範な発光領域を介して光を
拡散させるので、前記発光文字プラカードは比較的に少数の発光ランプを利用し、経済的
メリットがある。
【００５０】
　加えて、前記拡散発光ユニットは、その凸面を介して均一な照度で光を拡散させるので
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、ユーザーの目の疲れを軽減でき、広告効果を最大化するソフトな見栄の良さを実現する
。
【００５１】
　前記拡散発光ユニットがバッテリーを利用するので、前記発光文字プラカードはポータ
ブルで、場所を問わずに使用できる。重要なことは、前記発光文字プラカードは、夜間に
広告を行うための追加照明装置を必要としないので、経済的に広告の効果を最大化できる
。
【００５２】
　前記発光文字プラカードの文字は夜間に光り輝くことができるので、短期間の広告また
は表示のための簡略サインまたは広告サインに使用することができる。
【００５３】
　前記拡散発光ユニットは（可撓性を有する）プラカードを使用するので、前記プラカー
ドを折り畳んだり、巻き丸めることができるようになっている。よって、前記発光文字プ
ラカードは携帯や保管に便利である。
【００５４】
　また、前記発光文字プラカードは、太陽電池を利用して前記発光ランプを作動させると
、半永久的に使用できる。かかる発光文字プラカードは、場所を問わず、設置や更新が便
利に行える。また、前記発光文字プラカードは、日中には普通のプラカード、夜間には電
気サインとして機能することができる。
【００５５】
　加えて、前記プラカードベースプレート及び前記バックプレートは防水布または合成樹
脂シートからなる場合には、前記発光文字プラカードは、審美的に感じが良く、漏電の原
因を生じない。すなわち、前記発光文字には、さまざまなメリット、例えば、あらゆる気
象条件下で使用できることや前記バックプレートが別の広告プレートとして機能できるな
どというメリットがある。
【００５６】
　さらには、前記拡散発光ユニットを、その凸部分が前記ベースプレートの後側に位置さ
れ、その平坦な部分が前記ベースプレートの前側に位置されるように、前記プラカードベ
ースプレートに連結すると、前記拡散発光ユニットの前側と後側との前側同時に光を放射
することができる。従って、本発明は、両面発光文字プラカードであり得る。
【００５７】
　本発明の好適な実施形態は例示的な目的で開示したものであって、当業者であれば、種
々の変更、付加および代替を添付の特許請求の範囲で開示した本発明の範囲および真の趣
旨から逸脱することなく行い得ることを理解されるであろう。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明に係る発光文字プラカードは、そのプラカードベースプレートに取り付けられた
少数の拡散発光ユニットを用いて、製造することができ、軽量かつ携帯に便利である。従
って、前記発光文字プラカードは、交通標識、交通安全用のサイン、広告サイン、子供の
安全ベスト（幼稚園）、子供用の夜間識別標識、簡略サイン、夜間標識用のさまざまなプ
ラカード（クリスマスや、さまざまな夜間イベントなど）などの用途に広く使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
　本発明の上記およびその他の目的、特性及びその他の利点は下記の添付図面を参照する
詳細な説明によってさらに明確に理解されるであろう。
【図１】図１は、本発明に係る発光文字プラカードの実施形態を図示する正面図である。
【図２】図２は、Ａ－Ａ線に沿った、図２の発光プラカードの拡大断面図である。
【図３】図３は、Ａ－Ａ線に沿った、図１の発光文字プラカードを変更した発光文字プラ
カードの拡大断面図である。
【図４】図４は、Ａ－Ａ線に沿った、図３の発光文字プラカードを変更した発光文字プラ
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カードの拡大断面図である。
【図５】図５は、本発明の発光文字プラカードの制御用回路を図示する図である。
【図６】図６は、図３の発光プラカードで使用される拡散発光ユニットを図示する組立斜
視図である。
【図７】図７は、Ｂ－Ｂ線に沿った、図６の断面図である。
【図８】図８は、図７の主要部の拡大断面図である。
【図９】図９は、本発明に係る拡散発光ユニットの実施形態の上面図である。
【図１０】図１０は、本発明に係る拡散発光ユニットの別の実施形態の上面図である。
【図１１】図１１は、本発明に係る発光文字プラカードの別の実施形態を図示する断面図
である。
【図１２】図１２は、図１１の主要部の拡大断面図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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